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本協会の目的は

・消費者の権利の確立及び消費者の自立支援を推進し、消費者の利益の

擁護及び増進に努める

・消費生活に関する相談に係る情報や消費生活に関する情報を収集・提供し、

さらに消費者被害の発生及び拡大の防止、及び、被害救済のための活動を行う

・消費生活の安定・向上に寄与する

消費者教育研究所を2017年に設置し、これまでの消費者教育の取り組みや

実績をまとめ、本協会の消費者教育の体系化をすすめている



■設立
１９７７年 ｢国民生活センターの消費生活相談員養成講座修者の会」

として発足、消費者問題の専門家集団

１９８７年 社団法人全国消費生活相談員協会
（経済企画庁所管、現在消費者庁）

２００７年 適格消費者団体 （内閣総理大臣認定）

２０１２年 公益社団法人全国消費生活相談員協会

■会員
全国の自治体等の消費生活相談窓口に勤務する消費生活相談員を主な
会員としている 約1600名

全国に７支部（北海道・東北・関東・北陸・中部・関西・九州)
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• 全国３ヵ所の事務所で「週末電話相談」を開設

• 必要に応じて全支部で「電話相談１１０番」を実施

• 適格消費者団体として、事業者の不当勧誘、不当表示、不当条項等に
対して差止請求や改善要望

• 消費生活相談員のレベルアップのための各種研修

• 「消費者問題出前講座」の実施

• 消費者教育教材作成、消費者教育人材育成等

• 行政機関からの委託による消費生活相談・啓発活動

• 各省庁、業界団体、事業者等との意見交換、また、各種委員会等に
おいて消費者の声を伝える消費者委員としての活動

■主な活動
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消費生活にかかる情報通信関連の
消費者教育について

公益社団法人全国消費生活相談員協会













リーフレット掲載内容

子どもを登場させ、身近なことであると意識づける

消費者の役割
消費者とは、自分も消費者である

(1)契約の基本
契約とは、契約の成立、

契約はやめられない
お金の使い方 Needs Wants

(2)商品の選び方
さまざまな選択方法
表示やマーク、安全性、機能、品質
情報の集め方

(3)環境に配慮する
身の回りの物や生活の場を見渡す

ごみを減らす工夫
物を生かす工夫 3R

(4)ネットの使い方
小学生に多いネットトラブル
トラブルにあわないために

消費生活センターに相談する
近くの消費生活センターを探す 188

持続可能な社会への構築



活用に向けて

学校の授業で活用できるように、指導者向けの手引きやスライド資料の作成

１ リーフレットのサポートブック

めあて

学習指導要領

リーフレットの

解説

発展

中学校へのつなぎ



活用に向けて

学校の授業で活用できるように、指導者向けの手引きやスライド資料の作成

２ スライド資料（約60枚）

電子マネーについて（一部8枚）実践的で考える教材とした。



公益社団法人全国消費生活相談員協会は

今後も

望ましい消費者教育を推進していけるように努めます




